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地方独立行政法人市立東大阪医療センター特定行為看護師育成支援業務 

にかかるプロポーザル実施要領 

 

1. 目的 

この実施要領は、地方独立行政法人市立東大阪医療センター特定行為看護師育成支援業

務を行う委託事業者について、一般公募型プロポーザル方式により選定するために必要な

事項を定めるものである。 

 本件業務受託者には、当センターが地域の方々に高度な急性期医療を提供する病院であ

るとの理解を前提に、他施設における同業務受託実績並びに経験に基づき、各種申請書類の

作成等の事務的業務並びに組織体制作りや当センターに合わせた研修計画の策定など導入

に関する支援、および演習・実習・学習支援や指導医との連携など運営に関する支援等を行

い、特定看護師の育成を通した看護実践力の向上と看護師のキャリアアップ、かつ地域医療

に貢献できる優れた人材育成に寄与する提案を求める。 

 

2. 公募に付する事項 

（１） 件  名  市立東大阪医療センター特定行為看護師育成支援業務 

（２） 業務期間  契約締結日から令和５年３月３１日まで 

（３） 業務内容  業務仕様書のとおり 

（４） 履行場所  市立東大阪医療センター 

東大阪市西岩田三丁目４番５号 

 

3. プロポーザル参加資格 

 プロポーザルに参加するために必要な資格は、以下の条件を全て満たす者とする 

（１） 次のいずれにも該当しない者であること 

ア 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成３年法律第７７号）第３

２条第１項各号に掲げる者 

（２） 国税及び地方税について未納がないこと 

 

4. スケジュール予定 

内 容 日 程 

① ウェブサイトによる公告及び公募実施要領等の

配布開始 
令和４年３月１１日（金） 

② 参加申請書類の受付 
令和４年３月１１日（金） 

～令和４年３月２２日（火） 

③ 参加申請書類の選考（一次審査）結果通知 令和４年３月２４日（木） 
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④ 質疑受付期間 
令和４年３月２４日（木）～令和

４年３月２５日（金）正午まで 

⑤ 質疑への回答 令和４年３月２９日（火） 

⑥ プレゼンテーション実施時間の連絡 令和４年３月３０日（水） 

⑦ プレゼンテーション（二次審査）実施 
令和４年４月４日（月）～令和４

年４月６日（水） 

⑧ 選定結果通知・公表（最優秀提案者決定） 令和４年４月８日（金） 

※以上のとおりとするが、諸事情により予定を変更する場合がある 

 

5. プロポーザル参加申請に関する事項 

（１） 受付期間   令和４年３月１１日（金）から令和４年３月２２日（火）１７時まで 

※１２時から１３時までの間を除く平日９時から１７時まで 

※プロポーザル参加申請業者が複数者ない場合は参加申請業者と随

意契約交渉を行う。 

（２） 提出方法  下表の必要書類をすべて揃えて持参すること 

（３） 提出場所  末尾問い合わせ先・各書類提出先のとおり 

（４） その他   ①提出された書類は返却しない 

②受付後に参加資格を有しないことが判明した場合は、失格とする 

 

 提出書類 書類の内容 提出部数 

１ プロポーザル参加申請書 様式１のとおり １部 

２ 業務受託実績書 様式２のとおり １部 

３ 
納税証明書（国税） 国税様式その３の３ １部 

４ 

納税証明書 

法人事業税 法人府（県）

民税 

完納証明 

※ 滞納がないことが分かる書類 

 

１部 

※ プロポーザル参加申請書を提出したにもかかわらず、何らかの事情により参加を辞

退する場合は、「プロポーザル辞退届（様式４）」を提出すること。 

 

6. 一次審査（書類評価） 

 参加申請者が４者以上あった場合、「地方独立行政法人市立東大阪医療センター特定行為

看護師育成おけるコンサルティング業務プロポーザル評価基準」による順位付けを行い、上

位３者につき、二次審査（プレゼンテーション）を実施する。 

（１） 結果通知日 令和４年３月２４日（木） 

（２） 方法等   全参加者に対し、電子メールで以下について通知する 

  ①一次審査結果（合否） 
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  ②参加申請者数及び順位  ※一次審査結果が否の場合のみ通知 

 

7. 質疑の受付及び回答 

 実施要領、企画提案書、業務仕様書の内容等に関し質疑がある場合は、質疑回答様式（様

式３）を作成し、以下のとおり提出すること。 

（１） 受付期間  令和４年３月２４日（木）から令和３年３月２５日（金）正午まで 

（２） 方  法  質疑回答様式（様式３）により、末尾問合せ先に記載のメールアドレス      

へ電子メールを送付すること。また、メール送付後、電話にて受信確 

認を行うこと 

（３） 回  答  令和４年３月２９日（火） 

参加者全員（一次審査合格者、以下同じ）へ質疑に対する回答を一斉に

メール送付する 

 

8. 二次審査（プレゼンテーション）に関する指定時間の連絡 

（１） 連絡日   令和４年３月３０日（水） 

（２） 連絡方法  申請担当者宛に電話連絡を行う 

               ※指定するプレゼンテーション時間の変更は受け付けない 

 

9. 二次審査（プレゼンテーション）について 

（１） 日  時  令和４年４月４日（月）～令和４年４月６日（水）１３時から 

      １６時の間で指定 

（２） 場  所  8. 二次審査（プレゼンテーション）に関する指定時間の連絡の際に 

      場所について通知する 

（３） 方  法   ①プレゼンテーション（３０分以内）及び質疑応答（２０分程度）と    

する 

②プレゼンテーションは企画提案書に沿って実施すること 

③当センターの評価委員により採点及び質疑等を行う 

（４） そ の 他  ①出席者は３名以内とすること 

          ②他の参加者のプレゼンテーションを傍聴することはできない 

    ③指定日時の遅刻や欠席については、失格扱いとする 

    ④プレゼンテーション実施に際して必要とされるものは提案者が用       

意すること 

（電源及びプロジェクター又はモニターは当センターにて準備する） 

    ⑤プロジェクター等を使用し、プレゼンテーションを実施予定の者は 

     ＰＣ接続の不具合に備え、スライド内容を保存したＵＳＢ媒体等                  

           を用意しておくこと 

⑥参加者が１者となった場合はプレゼンテーションを実施しない 
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（５） 提出書類   必要な提出書類及び提出部数は下表のとおり 

提出書類 書類内容 提出部数 

企画提案書 

 

企画提案書は「プロポーザル評価基準」に則り、本業

務にかかる会社としての取り組み等がわかりやすい資

料として作成すること。（任意書式） 

※ 紙媒体８部に加え、電子媒体（CD-R）１部を提出

すること 

 

 

８部 

見積書 

見積書は、会社名、所在地、契約にかかる代表者役職及

び氏名を記載し、契約代表者印鑑を押印すること。なお、

提案上限額は５，０００，０００円（税込）とする 

見積書の書式については任意とするが、積算根拠など見

積内訳が分かるように作成すること 

 

 

２部 

 

10. 選定結果通知・公表（最優秀提案者決定） 

（１） 日  時  令和４年４月８日（金） 

（２） 審査方法  提出された参加申請書類及び企画提案書について客観点審査及びプ    

           レゼンテーション審査を実施し、評価点方式により順位付けを行い、    

           当センターの定める基準点以上の最高点を獲得した提案者を最優秀  

           提案者とする 

（３） 評価基準  審査における項目や評価基準は「地方独立行政法人市立東大阪医療 

センター特定行為看護師育成支援業務プロポーザル評価基準」のとお

り 

（４） そ の 他  ①審査の結果、最高点を獲得した者が複数いる場合は、見積金額が 

           低いものを最優秀提案者とする。見積金額も同じ場合は、くじ引きによ 

り決定する。なお、その際くじ引きを辞退することはできない。 

         ②審査結果は採否に関らず、二次審査参加業者全てに通知するととも 

に、後日、最優秀提案者について当センターウェブサイトで公表する。 

 

11. 契約の締結 

（１） 契約の締結 最優秀提案者と提案内容を踏まえた仕様書を作成し、契約を締結 

するが、契約締結の協議段階で合意に至らなかった時は、次点提案者と

契約締結の交渉を行う 

（２） 契約保証金 契約保証金は、地方独立行政法人市立東大阪医療センター契約規程 

         第３２条第１号により免除する 

 

12. プロポーザルに参加することができないもの 

（１） 参加申請からプレゼンテーションの間において、３．プロポーザル参加資格要件を 

満たさなくなったもの 
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（２） プロポーザル実施にかかる指定日時に書類の提出がなかったもの 

（３） その他、プロポーザルに参加することが適正でないと決定されたもの 

 

13. その他 

（１） プロポーザル参加にかかる一切の費用は、参加者の負担とする 

（２） 提出を受けた書類等の返却は行わない 

（３） 本プロポーザル実施にあたり、知り得た情報を本業務の目的以外に使用し、また第

三者に提供してはならない 

（４） 提案後に仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはでき

ない 

（５） 契約締結後において、虚偽の記載等の不正と認められる行為があった場合は、契約

の解除ができるものとし、当センターに損害が発生したときは相当額を賠償するも

のとする 

 

14.  問い合わせ先・各書類提出先 

   〒５７８－８５８８ 東大阪市西岩田三丁目４番５号 

   市立東大阪医療センター（新館３階） 事務局総務課 施設管理係 

   担当：宮内・中西・小林 

   ＴＥＬ ０６－６７８１－５１０１ 

   ＦＡＸ ０６－６７８１－２１９４ 

メールアドレス byoinsomu@higashiosaka-mc.jp 

 

以  上 


